
観光は平和があってこそ成り立つ産業です。
世界平和と、ウクライナの平和を祈っています。

草津町としては「ふるさと納税」としてご寄附を

いただいたうちの５％分を草津町からウクライナへ

人道支援、復興支援金として送らせていただきます。

期間は令和４年４月１日からの一年間です。
※義援金の目標額：

目標額としては、令和3年度の草津町のふるさと納税総額の７億５千万円

を基準とした場合、5％換算で約３，８００万円の寄附になる見込みです。

ふるさと納税の税額控除については

今までどおり変わりはありません。

所得税控除及び住民税所得割控除が

一定の限度まで対象になります。


